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太田市条例第６号 

 

太田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条

例の一部を改正する条例 

太田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平

成１７年太田市条例第２７８号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

太田市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 

第１条中「市の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

により行うことができるようにするための共通する事項を定めること

により、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び

効率化に資すること」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関

する法律（平成１４年法律第１５１号）第１６条第１項の規定の趣旨

にのっとり、情報通信技術（デジタル社会形成基本法（令和３年法律

第３５号）第２条に規定する情報通信技術をいう。以下同じ。）を活用

した行政の推進について、情報通信技術を利用する方法により手続等

を行うために必要となる事項を定めることにより、手続等に係る関係

者の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって市民



 

生活の向上に寄与すること」に改める。 

第２条第１号中「（告示を含む。）」を削り、同条第４号中「図形等」

を「図形その他の」に改め、同条第７号から第１０号までの規定中「法

令又は」を削る。 

第３条第４項中「氏名」を「電子情報処理組織を使用した個人番号

カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個

人番号カードをいう。第８条において同じ。）の利用その他の氏名」に

改め、同条に次の２項を加える。 

５ 第１項の場合において、市の機関は、申請等のうち当該申請等に

関する他の条例等の規定において納付書をもってすることその他

の手数料の納付の方法が規定されているものを第１項の電子情報

処理組織を使用する方法により行わせる場合については、当該条例

等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信技術を利用する方法であって市の機関が定めるものをも

って当該手数料の納付に代えさせることができる。 

６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があ

る場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があ

るものがある場合その他の当該申請等のうちに第１項の電子情報

処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当

と認められる部分がある場合として市の機関が定める場合には、当

該市の機関が定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外

の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第２

項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等（第６項の規

定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第５項

までにおいて同じ。）」とする。 

第４条に次の１項を加える。 

５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事



 

情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付す

る必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第

１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又

は著しく不適当と認められる部分がある場合として市の機関が定

める場合には、当該市の機関が定めるところにより、当該処分通知

等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。こ

の場合において、第２項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行

われた処分通知等（第５項の規定により前項の規定を適用する部分

に限る。以下この項から第４項までにおいて同じ。）」とする。 

第９条を第１１条とする。 

第８条中「、少なくとも毎年度１回」を削り、「公表する」を「随時

公表する」に改め、同条を第１０条とし、第７条を第９条とし、第６

条の次に次の２条を加える。 

（適用除外） 

第７条 次に掲げる手続等については、第３条から前条までの規定は、

適用しない。 

⑴ 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面

により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係

る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由に

より当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情

報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものと

して市の機関が定めるもの 

⑵ 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定において

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用

する方法により行うことが規定されているもの（第３条第１項、

第４条第１項、第５条第１項又は前条第１項の規定に基づき行う

ことが規定されているものを除く。） 

（添付書面等の省略） 



 

第８条 申請等をする者に係る住民票の写し、戸籍又は除かれた戸籍

の謄本又は抄本、登記事項証明書その他の市の機関が定める書面等

であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請

等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例

等の規定にかかわらず、市の機関が、当該申請等をする者が行う電

子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置で

あって当該書面等の区分に応じ当該市の機関が定めるものにより、

直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認

すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合に

は、添付することを要しない。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


